
第１節で既述した通り、平成28年４月１日
から自殺対策基本法の一部を改正する法律が
施行された。これまでも地方公共団体は、当
該地域の状況に応じた施策を策定し、及び実
施する責務を有するとされてきたが、改正さ
れた自殺対策基本法では、都道府県及び市町
村に対し、地域の実情等を勘案し、自殺対策
計画を策定することが義務付けられた。これ
らの地域の実情に即した計画を策定するにあ
たっては、自殺に影響を与えうる地域の特性
等、適切な地域診断が欠かせない。
我が国の国土をみると、平野の外縁部から
山地を指す、中山間地域が国土面積の約７割
を占める。山地が多いという自然環境を踏ま
えた、地方公共団体の特性に関する指標とし
て、林野面積、標高、気温、降雪量等が考え
られるが、より直接的な概念として傾斜度が
あろう。この傾斜度を居住地に限定して算出
することで、生活圏域が平野部であるか、山
間部であるかを判別することが可能となる。
そこで、居住地の傾斜度という指標を手掛か
りとし、各地方公共団体及び自殺の実態につ
いて分析を実施した1。
また、地域診断の観点として、居住地にお
ける傾斜度という地理的な側面に加えて、人
びとのつながり等からなる地域性という側面
も重要であると考えられる。そこで、過去数
十年間に渡り、自殺がみられなかった地方公

共団体に対する調査を実施し、地域の機能に
着目した自殺対策の可能性2について分析を
実施した。

居住地の傾斜度と地方公共団体及び自殺
の実態
ここでは、居住地の傾斜度を算出3し、地
方公共団体及び自殺の実態について分析を実
施する。まず、居住地の傾斜度を手掛かりと
して、基本的な傾向を捉えるべく、地方公共
団体の実態について詳細をみていく。
各地方公共団体（790市、745町、183村、
１特別区部4）における、居住地の傾斜度を
算出したところ、５度未満が592、５度以上
10度未満が441、10度以上15度未満が310、15
度以上20度未満が218、20度以上25度未満が
113、25度以上30度未満が26、30度以上が19
であった（第３-１表）。
傾斜度別に、各地方公共団体における人口

の平均（第３-１表）をみると、平成27年時
点では、５度未満では約11万3,000人、５度
以上10度未満では約７万3,000人、10度以上
15度未満では約６万人、15度以上20度未満で
は約３万4,000人、20度以上25度未満では約
１万4,000人、25度以上30度未満では約5,000
人、30度以上では約2,000人となる。傾斜度
が緩やかであるほど、人口が多くなっている。

１	 自殺対策推進室では、県及び市区町村ごとに、性別、年齢別、動機別等の分析が可能な資料を提供してきたと
ころ、本分析は、新たに傾斜度を地方公共団体別に独自集計し、地域診断の一助を目指すものである。

２	「地域における保健師の保健活動について（厚生労働省健康局長通知　平成25年４月19日健発0419第１号）」
では、ソーシャルキャピタルの醸成、住民の自助及び共助の支援等を保健活動の基本的な方向性に含めている。

３	 10mメッシュの各標高点から傾斜度を算出した。２方向の傾き成分からの平面近似を求めるアルゴリズムを採
用し、南北方向と東西方向の２つの勾配ベクトルの成す平面を求めている。また、４近傍の地点の重みを２倍
にした平均を求めている。居住地の判定は、総務省「平成22年国勢調査地域メッシュ統計（２分の１地域メッ
シュ）」で、１人以上の居住者がいるかどうかによる。緯度により異なるが、メッシュ１つ当たり概ね500メー
トル四方となる。また、メッシュが地方公共団体間の境界線に跨る場合、重複して集計される。

４	 北方領土の６村は含まれない。
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昭和50年の人口を基準として、傾斜度別5

に各地方公共団体6における人口の増減率の
平均の推移（第３-２図）をみると、50年か
ら平成27年にかけて、５度未満では125.1%、
５度以上10度未満では104.6%、10度以上15度
未満では88.1%、15度以上20度未満では

80.2%、20度以上25度未満では65.5%、25度以
上30度未満では53.6%、30度以上では40.5%と
なる。傾斜度が10度未満では昭和50年時点よ
り人口が増加しているが、それ以上の傾斜度
では人口が減少している。

第３-１表　傾斜度別にみた地方公共団体数及び人口（人）

5度未満 5度以上
10度未満

10度以上
15度未満

15度以上
20度未満

20度以上
25度未満

25度以上
30度未満 30度以上

地方公共団体数 592 441 310 218 113 26 19
人口（H27） 113,412.7 73,106.6 60,252.4 33,508.7 14,047.9 4,714.6 1,926.5

資料：総務省「国勢調査」、地方公共団体別傾斜度の独自集計より厚生労働省自殺対策推進室作成

傾斜度別に、各地方公共団体における高齢
化率7の平均の推移（第３-３表）をみると、
平成22年時点では、５度未満では23.9％、５
度以上10度未満では26.6％、10度以上15度未
満では29.7％、15度以上20度未満では32.2％、

20度以上25度未満では35.7％、25度以上30度
未満では42.5％、30度以上では44.3％となる。
傾斜度が急になるほど、高齢化率が高くなっ
ている。

第３-２図　傾斜度別にみた人口増減率の推移
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資料：総務省「国勢調査」、地方公共団体別傾斜度の独自集計より厚生労働省自殺対策推進室作成

５	 ここでは、平成22年に居住地と判定された場所を対象に傾斜度を算出しているが、転入出により、各時点の居
住地は変動することに留意する必要がある。

６	 地方公共団体の時系列の比較に際しては、平成27年時点の地方公共団体を基準とした組替えを実施している。
７	 65歳以上の人口が総人口（年齢不詳者を除く）に占める割合。
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昭和50年の人口を基準として、人口規模
別8に各地方公共団体における人口の増減率
の平均の推移（第３-４図）をみると、50年
から平成27年にかけて、５万人以上では概ね
130%、３万人以上５万人未満では116.1%と

増加傾向であるのに対して、１万人以上３万
人未満では96.2%、5,000人以上１万人未満で
は76.3%、5,000人未満では60.7%となる。人
口が３万人に満たない地方公共団体では、昭
和50年時点での人口より減少している。

第３-３表　傾斜度別にみた高齢化率の推移

S50（1975）S55（1980）S60（1985）H2（1990）H7（1995）H12（2000）H17（2005）H22（2010）
5度未満 7.9％ 9.1％ 10.4％ 12.3％ 14.9％ 17.8％ 20.8％ 23.9％
5度以上
10度未満 9.6％ 11.0％ 12.5％ 14.9％ 18.0％ 21.1％ 23.9％ 26.6％

10度以上
15度未満 11.0％ 12.5％ 14.3％ 17.0％ 20.5％ 23.9％ 26.9％ 29.7％

15度以上
20度未満 12.5％ 14.2％ 16.0％ 19.1％ 22.9％ 26.5％ 29.5％ 32.2％

20度以上
25度未満 13.4％ 15.1％ 17.2％ 20.7％ 25.2％ 29.5％ 32.8％ 35.7％

25度以上
30度未満 14.8％ 17.3％ 20.3％ 24.8％ 30.7％ 36.0％ 39.6％ 42.5％

30度以上 13.8％ 16.5％ 19.4％ 24.3％ 30.8％ 36.1％ 41.3％ 44.3％
資料：総務省「国勢調査」、地方公共団体別傾斜度の独自集計より厚生労働省自殺対策推進室作成

第３-４図　人口規模別にみた人口増減率の推移
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資料：総務省「国勢調査」より厚生労働省自殺対策推進室作成

８	 各時点における人口規模を意味する。
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第３-５図　傾斜度別の地方公共団体（人口５万人以上）の構成割合の推移
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資料：総務省「国勢調査」、地方公共団体別傾斜度の独自集計より厚生労働省自殺対策推進室作成

人口が増加傾向にある、人口５万人以上の
地方公共団体の傾斜度（第３-５図）をみた
ところ、昭和50年から平成27年の各時点9に
おいて、10度未満が７割以上を占めている。
人口規模の大きい地方公共団体が、傾斜度の
緩やかな地域に多いことが分かる。
まとめると、傾斜度が急になるほど、人口
は少なくなり、昭和50年時点と比べて減少幅

は大きく、高齢化率も高い。逆に、傾斜度が
緩やかになるほど、人口は多くなり、昭和50
年時点と比べて増加する（減少幅が小さくな
る）傾向にあり、高齢化率は低い。また人口
規模の大きな地方公共団体ほど人口は増加す
る傾向にあり、傾斜度の緩やかな地域に集積
している。

９	 各時点における人口規模が５万人以上であることを意味する。
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以下では傾斜度別に、自殺の実態10につい
て分析する。まず、昭和48年から平成26年に
おける、全国の自殺者の平均年齢の推移（第

３-６図）をみると、昭和48年から平成２年
頃にかけて上昇し、それ以降では、52、53歳
台で推移している。

10	 自殺者の分析については、自殺日を基準とした分析となる。

第３-６図　昭和48年から平成26年における自殺者の平均年齢の推移
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資料：厚生労働省「人口動態調査」の調査票情報の独自集計

第３-７図　昭和48年から平成26年における年齢階級別の自殺者数の構成割合の推移
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資料：厚生労働省「人口動態調査」の調査票情報の独自集計
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なお、昭和48年から平成26年における、全
国の自殺者の年齢構成の推移（第３-７図）
をみると、昭和48年から平成２年頃にかけて
30歳代までの占める割合が低下している。ま
た、平成７年頃から17年頃にかけて50歳代の
占める割合が多かったが、近年その割合は低
下している。
全国の傾向を踏まえ、平均年齢が同程度に
推移している直近の20年間について、自殺者
の居住地の傾斜度別に自殺者の平均年齢（第
３-８表）をみると、５度未満で51.7歳、５

度以上10度未満で53.3歳、10度以上15度未満
で54.0歳、15度以上20度未満で55.4歳、20度
以上25度未満で58.1歳、25度以上30度未満で
61.2歳、30度以上で61.2歳となる。傾斜度が
急になるほど、高齢化率が上昇していたこと
に対応し、自殺者の平均年齢も高くなってい
る。平均年齢の高さの裏返しではあるが、同
じ期間における、自殺者の居住地の傾斜度別
に、自殺者の年齢構成（第３-９図）をみる
と、傾斜度が緩やかであるほど、若年層の割
合が多い11。

11	 若年層の自殺対策については、平成27年版自殺対策白書において特集している。

第３-８表　平成７年から26年における傾斜度別にみた自殺者の平均年齢（歳）

5度未満 5度以上
10度未満

10度以上
15度未満

15度以上
20度未満

20度以上
25度未満

25度以上
30度未満 30度以上

51.7 53.3 54.0 55.4 58.1 61.2 61.2
資料：厚生労働省「人口動態調査」の調査票情報の独自集計、地方公共団体別傾斜度の独自集計より厚生労働省自殺対策推進室作成

第３-９図　平成７年から26年における傾斜度別にみた年齢階級別の自殺者数の構成割合
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資料：厚生労働省「人口動態調査」の調査票情報の独自集計、地方公共団体別傾斜度の独自集計より厚生労働省自殺対策推進室作成
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自殺者の居住地の傾斜度別に自殺者の性別
（第３-10表）をみると、多少の差はあるもの
の、いずれの傾斜度においても、男性が70％
程度、女性が30％程度となり、同様の傾向が
みてとれる。また、自殺者の居住地の傾斜度
別に自殺者の配偶関係（第３-10表）をみた
ところ、男女ともに、いずれの傾斜度におい
ても配偶者有は40％を超えており、傾斜度が
急になるほど死別の割合が多くなる傾向がみ
られた。死別者の平均年齢は74.6歳と高く
（平成７年から26年における平均。なお、配
偶者有は57.3歳、未婚は37.4歳、離別は51.7
歳となる。）、傾斜度の急な地域における高齢

化と軌を一にすることによると考えられる
が、こうした地域においては、孤立的な状況
に置かれた高齢者への対応が重要となろう。
自殺者の居住地の傾斜度別に自殺の場所

（第３-11表）をみると、いずれの傾斜度にお
いても自宅が50％を超え、最も多くなってい
る。５度未満では高層ビルが２番目に多く、
５度以上10度未満でも５番目に多いが、それ
以降では５番目までにみられない。一方、傾
斜度が急になるほど山や海等の自然環境が多
くなる傾向がある。居住する環境と自殺の場
所が関連していることが分かる。

第３-10表　平成７年から26年における傾斜度別にみた自殺者の性別と男女別配偶関係

5度未満 5度以上
10度未満

10度以上
15度未満

15度以上
20度未満

20度以上
25度未満

25度以上
30度未満 30度以上

男性 70.4% 70.7% 71.0% 71.3% 70.5% 68.6% 72.8%
女性 29.6% 29.3% 29.0% 28.7% 29.5% 31.4% 27.2%

男
性

配偶者有 45.0% 49.3% 49.5% 51.2% 50.6% 50.4% 46.0%
未婚 33.8% 29.3% 29.1% 27.0% 27.0% 26.8% 36.2%
死別 5.9% 6.6% 7.2% 7.9% 9.1% 11.6% 10.2%
離別 15.0% 14.5% 14.1% 13.6% 13.2% 10.9% 7.2%
配偶関係不詳 0.3% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.3% 0.4%

女
性

配偶者有 42.6% 42.9% 43.6% 43.7% 42.7% 44.8% 54.5%
未婚 24.4% 20.3% 19.4% 17.2% 14.8% 12.3% 10.1%
死別 20.7% 25.0% 26.1% 28.3% 33.6% 33.4% 31.3%
離別 12.1% 11.6% 10.7% 10.6% 8.8% 8.6% 4.0%
配偶関係不詳 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.1% 0.9% 0.0%

資料：厚生労働省「人口動態調査」の調査票情報の独自集計、地方公共団体別傾斜度の独自集計より厚生労働省自殺対策推進室作成
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自殺者の居住地の傾斜度別に、自殺の原
因・動機の比率12（第３-12図）をみると、
傾斜度が緩やかであると「うつ病」の比率が
高くなっているが、傾斜度が急になるにつ
れ、「身体の病気」の比率が高くなっていく。
この点については、１つには、傾斜度が急に
なるほど、自殺者の平均年齢が上昇している

こととの関連13が考えられる。また、居住地
の傾斜度が急になるほど、一般病院14の施設
数は少なく15、道路実延長（総面積１km2当
たり）が短くなっている16。こうした社会的
資源の少なさ、外部における社会的資源への
アクセシビリティの悪さが影響している可能
性もあろう。

12	 それぞれの傾斜度において、各原因・動機が計上された数を、１つ以上動機が特定された自殺者数の数で割っ
た比率。

13	 高齢者の自殺においては、「身体の病気」を原因・動機とする場合が多い（平成27年中における自殺の状況付
録１参照）。

14	 一般病院とは、医師又は歯科医師が医業又は歯科医業を行う場所であって、患者20人以上の入院施設を有する
という病院の内、精神科病院、結核療養所以外の病院である。

15	 ５度未満：5.5、５度以上10度未満：4.8、10度以上15度未満：4.5、15度以上20度未満：2.6、20度以上
25度未満：1.3、25度以上30度未満：0.8、30度以上：0.2、（施設）。資料は、総務省「統計でみる都道府県、
市区町村のすがた2015」、地方公共団体別傾斜度の独自集計による。

16	 ５度未満：9.4、５度以上10度未満：5.0、10度以上15度未満：3.9、15度以上20度未満：3.0、20度以上
25度未満：2.3、25度以上30度未満：1.7、30度以上：1.2、（km）。資料は、総務省「統計でみる都道府県、
市区町村のすがた2015」、地方公共団体別傾斜度の独自集計による。

第３-11表　平成21年から27年における傾斜度別にみた自殺の場所

5度未満 5度以上
10度未満

10度以上
15度未満

15度以上
20度未満

20度以上
25度未満

25度以上
30度未満 30度以上

自宅 58.6％ 自宅 58.4％ 自宅 58.6％ 自宅 57.7％ 自宅 56.8％ 自宅 59.4％ 自宅 61.5％

高層
ビル 7.0％ 乗物 8.9％ 乗物 8.5％ 乗物 8.2％ その他 9.2％ 山 8.5％

海
（湖）・

河川
12.1％

乗物 6.9％ その他 6.7％ その他 7.1％ その他 7.0％ 山 7.9％ その他 7.5％ その他 8.8％

その他 6.4％
海

（湖）・
河川

4.8％
海

（湖）・
河川

5.2％ 山 5.9％ 乗物 6.9％ 乗物 6.5％ 山 7.7％

海
（湖）・

河川
4.8％ 高層

ビル 4.1％ 山 5.1％
海

（湖）・
河川

5.8％
海

（湖）・
河川

6.9％
海

（湖）・
河川

6.1％ 乗物 5.5％

資料：警察庁「自殺統計」、地方公共団体別傾斜度の独自集計より厚生労働省自殺対策推進室作成
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地域を通じた自殺対策の可能性
ところで、傾斜度別に、各地方公共団体に
おける自殺のSMR17（第３-13図）をみると、

傾斜度が急になるにつれSMRが高くなるこ
とが分かる。

第３-12図　平成21年から27年における傾斜度別にみた自殺の原因・動機の比率
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資料：警察庁「自殺統計」、地方公共団体別傾斜度の独自集計より厚生労働省自殺対策推進室作成

第３-13図　平成７年から26年における傾斜度別にみたSMR
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資料：総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査」、厚生労働省「人口動態調査」の調査票情報の独自集計、地方公
共団体別傾斜度の独自集計より厚生労働省自殺対策推進室作成

17	 死亡率については、年齢による差異があるため、異なった年齢構成を持つ地域の自殺死亡率をそのまま比較す
ることはできない。比較を可能にするには、標準的な年齢構成に合わせて、地域別の年齢階級別の死亡率を算
出して比較する必要がある。そこで、基準となる自殺死亡率を対象地域に当てはめた場合に、計算により期待
される死亡数と実際に観察された死亡数とを比較するSMR（Standardized	Mortality	Ratio、標準化死亡比）
を算出した。全体の平均を100とし、100以上の場合は平均より自殺死亡率が高いことになり、100以下の場
合は自殺死亡率が低いことになる。なお、ここでは母集団の数が利用可能な平成７年から26年におけるSMRを
算出しており、その平均となる。
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傾斜度が急であるということは、前述した
ように社会的資源の制約、また外部における
社会的資源へのアクセシビリティの悪さに結
びつきうる。SMRの高さの背景には、そう
した点の影響も考えられる。その一方、
SMRの低い地方公共団体（第３-14表）をみ

ると、離島町村が多く並んでいる。離島もま
た、社会的資源が豊富とはいえず、外部にお
ける社会的資源へのアクセシビリティに難を
抱える。こうした共通項にも関わらず、
SMRに差がみられていることになる。

第３-14表　SMR低地方公共団体のSMRと自殺者数（人）

地方公共団体名 SMR
（H7～H26）

自殺者数
（S48～H26） 地方公共団体名 SMR

（H7～H26）
自殺者数

（S48～H26）
粟島浦村 － 0 木祖村 46.1 27
利島村 － 0 三島村 46.9 3人以下

渡名喜村 － 3人以下 広野町 50.2 50
十島村 － 5 八頭町 56.2 127

小値賀町 34.0 25 北島町 58.4 103
黒滝村 34.4 12 神恵内村 59.0 13
海士町 38.7 31 安八町 59.1 77

与那国町 42.7 17 朝日町（三重県） 59.2 40
利尻町 43.1 31 舟橋村 59.5 15

座間味村 45.1 6 嘉島町 59.7 52
資料：総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査」、厚生労働省「人口動態調査」の調査票情報の独自集計より 

厚生労働省自殺対策推進室作成
注：青色は離島町村を示す。

そこで、傾斜度別に基準地域メッシュ１つ
当たり18の世帯数の構成（第３-15図）をみる
と、傾斜度が急になるほど、世帯数が少なく
なる傾向にある。30度以上では、１メッシュ
の世帯数が10世帯未満である場合が50％を超
える。宅地に適した土地が多くなく、個々の
世帯が離れて居住している状況を読み取るこ
とができる。このような傾斜度が急な地域に
ついて、隣人との接触が困難であること、厳
しい環境に対する克己心と相反関係にある援
助希求能力の低さ等を指摘する研究19もある。

一方、SMRの低い離島町村における１メッ
シュ当たりの世帯数の構成（第３-15図）を
みると、極端に世帯数が少ないということは
ない。このため、傾斜度が急な地域に比べて
人びとのつながりが多く20、それがSMRの低
さに寄与している可能性がある。このような
点を鑑み、SMRが低い地方公共団体のうち、
過去約40年の間に自殺者がみられなかった
（第３-14表）、粟島浦村と利島村について、
人びとのつながりを含む地域性について調査
を実施した21。

18	 ２分の１地域メッシュから基準地域１メッシュ当たりの世帯数を算出した。なお、基準地域１メッシュ当たり
の面積は概ね１km2となる。

19	 岡檀「生き心地の良い町」講談社
20	 １メッシュ当たりの人口密度の多さが単純につながりの強さを示すものではないと考える。１メッシュ当たり

の人口密度の多い地域は都市部にあるが、そうした地域では流動性の高さからつながりを醸成しにくい場合が
あるものと考えられる。

21	 調査に際しては、粟島浦村役場、利島村役場の協力を得て、関係者及び住民にヒアリングを実施した。
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【粟島浦村の概要】粟島浦村は、新潟県岩
船郡に属する一島一村であり、その概要は第

３-16表のようにまとめられる22。

第３-15図　傾斜度別にみた１メッシュ当たりの世帯数の構成割合

5度未満

5度以上10度未満

10度以上15度未満

15度以上20度未満

20度以上25度未満

25度以上30度未満

30度以上

離島町村

１世帯 ２世帯以上５世帯未満 ５世帯以上10世帯未満
10世帯以上25世帯未満 25世帯以上50世帯未満 50世帯以上100世帯未満
100世帯以上250世帯未満 250世帯以上500世帯未満 500世帯以上

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0（%）

資料：総務省「平成22年国勢調査地域メッシュ統計（２分の１地域メッシュ）」、地方公共団体別傾斜度の独自集計より 
厚生労働省自殺対策推進室作成

福祉施設については、診療所、社会福祉協
議会による通所介護施設がある。診療所に看
護師は常駐しているが医師は常駐せず、近接
市の医師による遠隔診療が実施されている。
村上市の岩船港との間に定期船があるが、冬
季には欠航率が増加する。

【粟島浦村の暮らし】内浦と釜谷という２
つの集落があり、各集落は山と海に挟まれた
場所にある。住宅は密集しており、隣接して

建てられている。
同姓が多く、屋号で呼ぶことがあるよう
に、古くからの血縁関係がある。親戚付き合
いにおいて、本家や分家の縦の関係はあまり
ないという。
かつてあった婦人会や青年団は現在なく
なっているものの、集落ごとに自治会があ
り、総会には各世帯から参加し、活動予定を
議論し、村内の清掃や山道補修等を実施して
いる。その他に、お祭り、島開き、盆踊り、

第３-16表　粟島浦村に関する基礎統計

総面積 可住地面積 人口（H27） 世帯数（H27） 高齢化率
（H22）

人口増減率
（S50とH27の比較）

粟島浦村 9.78km2 1.23km2 370人 173世帯 44.5％ 54.9％

22	 資料は、総面積は国土地理院「平成27年全国都道府県市区町村別面積調」、可住地面積は総務省「統計でみる
都道府県、市区町村のすがた2015」、その他の項目は総務省「国勢調査」による。
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運動会、文化祭等の行事もある。
地縁、血縁の中で、お互いのことを知って
いる場合が多い。声の掛け合いは多く、畑や
漁等の日常生活に関する会話が頻繁になされ
ている。また、農作物や海産物を相互にやり
取りすることもある。
好漁場に恵まれ、水産業従事者が多い。農
業については、イモ類、野菜の栽培等が行わ
れている。高齢者の勤労意欲は高く、80歳を
超えて、早朝から海に出る人、集落の外れに
ある畑まで歩き、農作業をする人もいる。漁
は個々人でなされる場合が多く、農業につい
ても主に自家消費のための個人作業となる。
収穫物の出荷は漁業協同組合（農協を兼ね
る）を通じてなされ、住民の多くが漁協の組
合員となる。漁業と兼業し民宿業を営む者が
多く、島には30軒を超える民宿があり、民宿
業を営む者は旅館組合に属している。
かつては稲刈り等の出稼ぎ、現在は民宿業
等から島外との接点があり、島外者との関係
性を構築している。農作物や海産物を島外の
人に送る事も多く、島内では収穫できない米

等と交換するといった事もあるという。

写真　粟島浦村の集落

【利島村の概要】利島村は、東京都にある
一島一村であり、その概要は第３-17表のよ

うにまとめられる23。

第３-17表　利島村に関する基礎統計

総面積 可住地面積 人口（H27） 世帯数
（H27）

高齢化率
（H22）

人口増減率
（S50とH27の比較）

利島村 4.12km2 1.40km2 338人 194世帯 20.3％ 123.4％

福祉施設については、診療所、社会福祉協
議会による通所介護施設がある。診療所に
は、医師、看護師が常駐している。竹芝客船
ターミナル、下田港との間に定期船、大島空
港との間にヘリコミューターがあり、冬季に
は定期船の欠航率が増加する。

【利島村の暮らし】集落は１つであり、山
の麓に位置し、斜面が多い。各戸は庭等を含

めた敷地を有し、集落の端から端までは徒歩
で15分程度である。
同姓が多く、屋号があり、古くからの血縁

関係がある。親戚間の本家分家という縦の関
係はあまりないという。
かつては、艀

はしけ

による運搬等、「結
ゆい

」と呼ば
れる、村全体での共同作業があった。現在で
はそのような共同作業はみられないが、相互
の畑作業の手伝い等はある。自治会はないも

23	 資料については注22参照
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のの、スポーツ等の各種活動サークルはあ
る。また、村全体の行事としては、盆踊り、
村民運動会、文化祭等がある。
地縁、血縁により、相互が顔見知りである
場合が多い。日々の生活において、声の掛け
合いや日常会話は多く、農作物や海産物のや
り取りもあるという。
約20万本の椿が島全体を覆っており、椿産
業が特色である。椿は、江戸時代より植林さ
れたものであり、椿山は各家で受け継がれて
いる。椿産業に従事するのは、主に隠居した
高齢者である。80歳を超えて、間伐、下草刈
り、実の手拾い等の作業に従事する場合があ
る。
利島村には、独自の風習がある。子供が生
まれると、ボイと呼ばれる、子守り役をする
年上の子供を選ぶ。また生まれた子供は、ト
リゴとして、名目上、他の家の子供として預
けられる。預けられる先は、遠縁の親戚が選
ばれることが多いという。
ボイ、トリゴが関係性を構築するのに対
し、一定の距離感を維持する風習もある。子
供が結婚すると親は隠居し、子がオーヤとな

る。隠居した親は、敷地内に隠居を構える。
隠居した場合、それぞれが独立生計となり、
相互の生活にあまり干渉しないという。

写真　利島村の集落

粟島浦村、利島村についてみてきたが、い
ずれも人口は300人台と少なく、粟島浦村で
は人口の減少幅も大きく、高齢化率も高かっ
た。それぞれ離島であり、天候によっては周
囲から隔離された孤島となり、社会的資源及
びそのアクセシビリティという点で厳しい条
件下にある。一方、住居は比較的近接してお
り、頻繁な接触、お裾分け等、古くからの地
縁や血縁関係に基づく、つながりがみられ
た。また、失われた活動はあるものの、村全
体で行う行事があり、各種組合やサークル
等、住民同士がつながりを持つ機会もみられ
た。このようなつながりの強さゆえに、孤立
化することがなく、問題がみえないままにな
ることは少ないと考えられる。
もっとも、こうした濃密な人間関係には、

ポジティブな面とネガティブな面があると考
えられる。平成19年度に利島村で行われた調
査24によれば、島の生活で暮らしやすいと思
う点として「住民同士のつながりや助け合い
がある」が60％近い一方で、島の生活で暮ら
しにくいと思う点として「人づきあいが濃
密」も50％近くなっている。粟島浦村で実施
したヒアリングの際にも、同様の趣旨の報告
がなされている。
その一方、粟島浦村においては、古くから
住む住民の多くが漁協等の組合に属し、各種
取決めに従うが、漁業や農業の実作業等にあ
たっては一人ひとりによってなされている。
利島村においては、相互の関係を結びつける
風習の一方で、隠居制度のように個々の生活
を重視する風習もみられた。このように、つ

24	 ３島における保健師等技術職確保・定着事業報告書
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ながりの中で、非干渉的な、個人の裁量を担
保することが、人間関係の負担を軽減してい
る可能性がある。また、粟島浦村に顕著な例
であるが、物々交換のような形で島外に住む
者との関係を有しており、島内のつながりに
加えて、島外のつながりを持つこと25が有効
に機能している可能性がある。
なお両村において、高齢者の勤労意欲が活
発であった。粟島浦村では親類縁者や島内外
の知り合いに収穫物を送る、利島村であれば
先祖からの山を守るといった、関係性の中で
役割を見出しつつ労働に従事していた。この
ような働き方が、高齢者の精神衛生を含めた
健康対策に有効であることも考えられる。
最後に、つながりの形として、行政の関与
という点も重要である。粟島浦村役場では、
月に２回程度、村役場の保健福祉担当、保健
師、診療所の看護師、デイケアを実施する社
会福祉協議会職員との間でケア会議を実施
し、ケースの共有、支援体制等について検討
している。利島村では、非常勤精神科医師が

こころの健康相談を実施しているところ、住
民課職員及び非常勤保健師が住民と医師をつ
なぐ役割を担っていた。行政において緊密な
連携が取られ、住民の抱える問題に対応する
とともに、住民からの声が吸い上げられてい
る点を付記する。

第３節のまとめ
第３節では、居住地の傾斜度を手掛かり
に、各地方公共団体及び自殺の実態について
分析を実施した。傾斜度が急な地域での人口
減、高齢化率の高さ、傾斜度が緩やかな地域
での人口増、高齢化率の低さ等が確認され、
傾斜度が急な地域における自殺者の平均年齢
の高さ等が確認された。また、人びとのつな
がりを含む地域性について調査を実施し、つ
ながりの中で問題が可視化されうる点等を確
認した。本節の内容26を踏まえて、今後、都
道府県及び市区町村において、地域ごとで更
なる分析を進めることが求められる。

25	 利島村においては、常勤の保健師以外に非常勤保健師が月に１度来島し、住民からの様々な相談に乗るという
体制が取られている。

26	 本節では地方公共団体を単位とした分析を展開しているものの、その内容は地方公共団体内の各地域という単
位にも応用可能であると考える。
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COLUMN 4
地域のつながりと自殺対策： 

被災自治体からのヒアリングを通じて
【概要】第３節で分析したとおり、地域における自殺対策において、人と人とのつながりは重要な役
割を担っていると考えられる。しかしながら、大規模な災害等が発生した場合には、そうしたつな
がりが急激な変容を迫られ、ひいては自殺を巡る状況に影響を与える可能性がある。そこで、大規
模な地震災害を被災した複数の地方公共団体（１県６市２町）において被災当時に支援に携わった
職員、元職員に対するヒアリングを実施した。
ヒアリングにおいては、被災前の地域の特性、被災時の活動、被災後の地域の特性の変化等につ

いて尋ねた。

【結果】ヒアリングにより、地域におけるつながりが果たす機能、地域のつながりを維持・整備する
うえでの課題が明らかとなった。時系列順に、①災害発生直後、②避難生活段階、③生活再建段階
とに分け、各段階に応じた内容を以下にまとめる。

【災害発生直後】被災前の地域のつながりが強かった地域においては、倒壊した家屋からの救出、負
傷者の手当てや搬送、集落ごとの安否確認といった救護・防災活動を、住民が自主的に連携して実
施したとの報告があった。

【避難生活段階】避難所や仮設住宅への入居が、元々の集落を維持した形で行われた地域において
は、従前の自治会や人間関係を基底とした自治活動の再開が比較的早期に行われたとの報告があっ
た。
一方、被災を契機として、支援対象者が顕在化したという報告もあった。例えば、これまで行政

で把握していなかったひきこもり状況の人について、親類縁者と連絡を取る、各種行政サービスに
つなぐといったことが行われたという。こういった人の一部は、被災前においては、地域における
相互扶助によって支えられていた可能性がある。
とりわけ仮設住宅については、居住地から離れた場所に建設されることもあり、その場合、元の

居住地におけるつながりとの結びつきを失わせてしまう可能性がある。さらに、仮設住宅の段階に
なると、避難所に比べプライバシーが確保される一方で、居住空間が密閉化して住民が孤立化しや
すい。
このため、集会所を利用したサロン活動等により、新たなつながりを作り出すための取組が行わ

れていた。活動に当たっては、参加者の固定化等を避けるため、援助職経験者を常駐させることに
より、交流を促すとともに住民の悩みを拾い上げるといった工夫もみられた。

【生活再建段階】仮設住宅から復興住宅（災害公営住宅）へと移行することにより、仮設住宅でいっ
たん形成されたつながりが失われる可能性が高い。復興住宅では密閉性が一層高まり、ドアは重い
扉となり、住民が相互の様子を把握しにくくなるという報告もあった。
元々の居住地に多くの住民が残っている場合は、以前のつながりが回復することも期待できるが、

そうでない場合、地域におけるつながりを新たに構築する必要がある。その際には、既存住民と新
規住民の一体感の醸成、新規住民の地域への愛着形成等、多様な状況を勘案しつつ、地域の融合を
図るための取組が重要となることが示唆された。
また、元の居住地に自宅を再建した場合であっても、それまでとは異なり、例えば縁側をなくす

といった住宅を建設した結果、街並みの変化をもたらすと同時に、既存の住宅構造でみられていた
住民相互の接触の機会を喪失させることになった、という報告もあった。
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